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令和６年第３回高森町議会定例会（第３号） 
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日程第 ２ 決議案第１号 議案第４６号令和６年度高森町一般会計補正予算に対 
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日程第 ４ 議員派遣の件について 
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  ９番  本田 生一  君      １０番 佐伯 金也 君 
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  町 長  草村 大成 君   教 育 長  古庄 泰則 君  
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  健康推進課長  津留 大輔 君   生活環境課長  二子石 誠 君 

政策推進課長兼TPC事務局長  岩下 雅広 君 

  住民福祉課長  石田 昌司 君   建 設 課 長  住吉 勝徳 君 

教育委員会事務局長  村上 純一 君   建設課審議員  髙崎 康誌 君 

  教育委員会次長  白石 孝二 君   農林政策課課長補佐  土井谷 顕 君 
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  総務課課長補佐  植田 雄亮 君   財 政 係 長  児玉 明  君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（牛嶋津世志君）おはようございます。 

出席議員が定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

お諮りします。お手元の日程に従って議事を進めたいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

それでは、日程に従って議事を進めます。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第１ 付託案件の委員長報告並びに採決について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第１、付託案件の委員長報告並びに採決についてを議題と

します。 

認定第１号、令和５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定について、議案第４５

号、高森駅等周辺施設設置条例の制定について、議案第４６号、令和６年度高森町

一般会計補正予算について、議案第４７号、令和６年度高森町国民健康保険特別会

計補正予算について、議案第４８号、令和６年度高森町後期高齢者医療特別会計補

正予算について、議案第４９号、令和６年度高森町介護保険特別会計補正予算につ

いて、議案第５０号、令和６年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について、

議案第５１号、令和６年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算については、

各常任委員会に付託していましたので、各常任委員会における審査の経過並びに結

果について、一括して報告を求めます。 

まず、総務文教常任委員長、後藤巌君。 

○総務文教常任委員長（後藤 巌君）おはようございます。６番、後藤です。 

総務文教常任委員会に付託された案件は、認定第１号、令和５年度高森町各会計

歳入歳出決算の認定について、議案第４５号、高森駅等周辺施設設置条例の制定に

ついて、議案第４６号、令和６年度高森町一般会計補正予算について、認定１件、

条例１件、予算１件、計３件及び閉会中の継続調査について審議をしました。 

本定例会中の９月１７日、総務文教常任委員会を午前１０時より、議場にて開催

し、委員全員出席のもと、教育委員会事務局、総務課、ＴＰＣ事務局、政策推進課、

生活環境課、税務課、会計室、議会事務局の順にて行いました。所管各課は、課長

をはじめ、課長補佐、係長、教育委員会事務局は教育長、事務局長、審議員、教育

長次長、係長及び課員より説明を受けました。また、会計室は会計室長、議会事務

局は事務局長より詳細に説明を受けております。 
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まず、認定第１号、令和５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてです。

決算の数字に関しましたは、初日の代表監査の報告にあるように、おおむね適正に

執行され、処理を行っている。予算流用については、安易な流用が見受けられるの

で、十分留意されたいと報告されており、今回は令和５年度歳入歳出決算概要書及

び付属資料をもとに、各事業について質疑を行っております。主なものにつき、要

約して報告をいたします。 

教育委員会においては、高森町史編纂事業の進捗はと質問され、本年度に刊行予

定であること、自然編、文化産業編、歴史編の３部作になるという答弁がありまし

た。 

政策推進課については、商工振興費の内容、支出先について質問があり、主に商

工会へ支出しているとの答弁を受け、商工業者が主体となるような補助も考えてい

く必要があるのではないかという意見が出ております。現在は、商工会にて後継者

を支援する事業を本年度より行っており、今後、展開を考えていくということであ

りました。 

総務課についてですが、全般にわたって決算を見ると、例えば各課・局において、

職員手当の不用額の差が激しい点があり、職員の異動等の要因はあるにせよ、総務

課としての管理チェックする必要があるとの指摘がありました。また、ＬＰガス支

援補助金で約６４６万円の残が出ており、今後、臨時交付金の扱いを国・県とやり

取りし、慎重に扱うと報告がありました。 

生活環境課では、湧水トンネル公園の質疑があり、令和５年度は入所者数が前年

度対比で１０７％、入園料が１０８％増加したと報告がありました。今後は、湧水

館の利活用や、公園としての基本的整備を段階的に計画を持つべきではという意見

が出ております。 

税務課は、本年度も軽自動車税で１００％の収納を達成しており、滞納者数も減

少傾向にあり、今後も収納への努力と啓蒙に努めていただきたいと思います。 

以上、主なものを挙げましたが、所管各課・局より説明を受け、質疑・討論・採

決をした結果、認定第１号、令和５年度高森町各会計歳入歳出決算は、認定すべき

ものと決定いたしました。 

続いて、議案第４５号、高森駅等周辺施設設置条例の制定についてです。本条例

は、高森駅周辺整備事業が完了し、施設、芝生広場、交流施設の管理に必要な事項

を定め、維持保全を図る目的の条例となります。該当地周辺の地図をもとに説明が

あり、高森駅舎、駅芝生広場、駅交流施設の３分割にて管理をしていく予定との説

明がありました。高森駅舎については、すでに運行が開始していることもあり、南

阿蘇鉄道に管理委託しているということです。本年度は、残り２か所については直
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営で、次年度にて指定管理者を定め、管理をしていくということです。指定管理物

として上げるのに、まず建物や芝生広場の漏水・排水をきちんとチェックした上で

貸し出すこと。他の指定管理者、契約があると思います。その整合性を図ること。

あと、駐車場における安全対策を指定管理者と協議することが意見として出されて

おります。また、来場者の動向や、さらなる周辺地の整備も伝え、議案第４５号、

高森駅等周辺施設設置条例の制定については、可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第４６号、令和６年度高森町一般会計補正予算についてです。 

教育委員会関連で、高森町多目的広場オープニングセレモニー及び町民スポーツ

交流会について議論がありました。現在、工事が進んでいる多目的広場ですが、１

０月末に完成予定、１月下旬にイベントを実施予定、そのイベントはイベント会社

へ委託するとの答弁を受けました。委員より、高森月廻線より進入口の整備が終わ

りました。災害時におけるグラウンドの機能を十分に発揮できるよう、道路改良を

所管する建設課と協議をする必要があると指摘が出ております。 

総務課では、需用費、消耗品費の予算の中で、各公民館へ現在配備している発電

機用のバッテリーが上がっております。当初は、住民福祉課が管理をしておりまし

たが、今後は各集落にしっかり管理を行っていただくよう、防災係と連携して管理

に努めていくという答弁がありました。また、需用費、消耗品費にて、条例規則の

パソコン内の見直し、例規集の見直しの予算が上がっております。例規集の見直し

は手でできるものだとは思いますが、本定例会前に議員配付の議案書に手違いがあ

り、指摘後に早急に対応されたものと思いますが、しっかり精査をしていただきた

いと思います。 

政策推進課については、高森町ホームページリニューアル委託事業が上程されて

おります。すでに最終更新から１０年以上経過していること、役場職員が更新作業

をできないことなどあり、このたび、この問題も一気に解決していきたいという説

明がありました。委員からは、実際に必要な情報を探そうとしてもたどり着かない。

若しくは、たどり着きにくいとの指摘もあり、利用者の目線に立ったページにして

ほしいという要望がありました。また、担当課も新しくＤＸ係が立ち上がり、担当

することにより、レスポンスの良い情報提供をすることができると答弁がありまし

た。あと、歳入にふるさと応援寄附金６億円が計上されております。委員からは、

今、返礼品の主力は米ということですが、現在、相場高騰中であり、確保をしっか

り行っていただきたいと意見が出ております。やはり、このふるさと応援寄附金、

出口は町民、大事な自主財源ですので、しっかりと返礼品管理とＰＲをお願いしま

す。 

続きまして、生活環境課からですが、役務費の説明がありました。資料をもとに



6 

説明を受けましたが、パトロールや通報を含め、回収６か所、投棄品目として廃タ

イヤや缶、瓶、テレビに布団などが報告されました。また、通報により、２か所、

投棄場所を確認していると報告があっております。これはちょっと委員会後の話に

なりますが、１９日に警察官と不法投棄者が来庁し、今後、二度と不法投棄を起こ

さない旨の念書を取っておるという報告も後に受けております。あと、監視カメラ

の設置が議会初日に出ましたが、その土地の問題、あと映像管理の問題等あります

ので、これは検討課題とし、投棄防止看板設置にて対応したいと答弁がありました。

今後も警察や連絡協議会と連携を取りながら、啓蒙活動を行っていくとのことです。 

その他様々な事案を審議し、質疑・討論を経て、議案第４６号、令和６年度高森

町一般会計補正予算については、可決すべきものと決しました。 

また、所管事務の閉会中の継続調査については、議席に配付した申出どおりに決

定しました。 

議員各位におかれましては、本委員会の決定どおり御賛同賜りますようお願い申

し上げまして、総務文教常任委員会の報告を終わります。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）産業厚生常任委員長、後藤三治君。 

○産業厚生常任委員長（後藤三治君）おはようございます。８番、後藤です。 

産業厚生常任委員会に付託されました議案は、認定第１号、令和５年度高森町各

会計歳入歳出決算の認定について、議案第４６号、令和６年度高森町一般会計補正

予算について、議案第４７号、令和６年度高森町国民健康保険特別会計補正予算に

ついて、議案第４８号、令和６年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て、議案第４９号、令和６年度高森町介護保険特別会計補正予算について、議案第

５０号、令和６年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について、議案第５１号、

令和６年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算についての、認定１件、議案

６件であります。 

９月１７日午前１０時から、第３・４委員会室において、委員全員出席のもと、

住民福祉課、健康推進課、農林政策課、建設課の順に、担当課長、審議員、課長補

佐、係長の出席を求め、詳細な説明を受け、慎重に審議いたしました。 

まず、認定第１号、令和５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定については、令

和５年度主な施策の成果表を使い、事業の内容、実績、成果等について、詳しく説

明を受けました。委員からは、現時点でのマイナンバーカードの取得状況について

質問があり、担当者からは、現在８３％の取得状況で、本年１２月の保険証廃止に

伴い、残りの方のマイナンバーカード未取得者への対応に当たるとの答弁をいただ

きました。また、不用額が大きい箇所が見られるがとの質問に対して、当初予定し
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ていた専門職員の採用ができず、不用額となったとのことであります。厳しい状況

の中での対応ではあるが、臨時議会も開催されていることから、減額対応を含め、

予算執行に当たられたいとの意見が出され、慎重に審議した結果、委員全員異議な

く、認定することに決しました。 

議案第４６号、令和６年度高森町一般会計補正予算について、住民福祉課関係で

は、身体障害者福祉協会等補助金や部落解放第３６回熊本県研究集会、児童手当に

ついて質問があり、担当課からは、身体障害者福祉協会等補助金は、本年、グラウ

ンドゴルフ九州大会が実施されるにあたり、参加助成を行う。部落解放第３６回熊

本県研究集会については、本年１０月１９日土曜日、２０日の日曜日に、阿蘇市阿

蘇体育館で開催される同研究集会に本町の参加割当が両日９９名とされていること

から、皆さまの参加を願うとのことでありました。児童手当については、児童手当

制度の改正により、本年１０月から拡充され、これまで所得制限が設けられていた

ものが撤廃され、これまで特例給付や支給対象外だった世帯に対しても全額支給さ

れるとのことであります。 

次に、健康推進課関係では、国・県補助活用事業で、ケアプランデータ連携活用

促進モデル事業について説明を受けました。この事業は、これまで事業所間でやり

取りしていた紙媒体の情報を、ケアプランデータ連携システムを活用することで一

括で送受信が可能となり、スピード感をもった対応ができるとのことであります。

また、この事業は本町と南阿蘇村でモデル的に事業を行うとの説明もありました。 

次に、農林政策課関係では、中山間地農業ルネッサンス推進事業について質問が

あり、担当者からは、令和３年度から事業を展開している。野尻地区のＮＯＫａＴ

ｓへの販路拡大のために補助するとの説明でありました。本町では、多種多様な作

物もあることから、今後は町全体の農業振興を考え、対応していただきたいとの意

見もありました。また、アグリセンター公用車購入の減額補正については、これま

でにも議員全員協議会やアグリセンター運営協議会等で協議を重ねてきていること

を申し添えます。 

最後に、建設課関係では、一般住宅や町営住宅の耐震化や、通学路の塀の耐震化

について質問があり、これまでに問い合わせ等や事業実績はないとのことでありま

した。 

以上、慎重に審議した結果、委員全員異議なく、可といたしました。 

議案第４７号、令和６年度高森町国民健康保険特別会計補正予算について、議案

第４８号、令和６年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算について、議案第４

９号、令和６年度高森町介護保険特別会計補正予算について、議案第５０号、令和

６年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について、議案第５１号、令和６年度
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高森町農業用水供給事業特別会計補正予算については、歳入で令和５年度の事業費

確定による国・県からの補助金や繰越金によるものであり、歳出では需用費対応や

他会計への繰出金、予備費対応とのことでありましたので、慎重に審議した結果、

委員全員異議なく、可といたしました。 

なお、お手元に配付しております閉会中の継続調査については、お示ししたとお

りでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上で、産業厚生常任委員会に付託されました議案の審議結果といたします。 

○議長（牛嶋津世志君）各常任委員長の報告が終わりましたので、認定第１号、令和５

年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。この採決は簡易

採決とします。認定第１号、令和５年度高森町各会計歳入歳出決算の認定について

は、各委員長の報告どおり決定したいと思います。御異議ありせんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。従って、認定第１号、令和５年度高森町

各会計歳入歳出決算の認定については、各委員長の報告のとおり可決されました。 

続いて、議案第４５号、高森駅等周辺施設設置条例の制定について、議案第４６

号、令和６年度高森町一般会計補正予算について、議案第４７号、令和６年度高森

町国民健康保険特別会計補正予算について、議案第４８号、令和６年度高森町後期

高齢者医療特別会計補正予算について、議案第４９号、令和６年度高森町介護保険

特別会計補正予算について、議案第５０号、令和６年度高森町簡易水道事業特別会

計補正予算について、議案第５１号、令和６年度高森町農業用水供給事業特別会計

補正予算についてを採決いたします。この採決は起立によって行います。各委員長

の報告どおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（牛嶋津世志君）全員起立です。したがって、議案第４５号、高森駅等周辺施設

設置条例の制定について、議案第４６号、令和６年度高森町一般会計補正予算につ

いて、議案第４７号、令和６年度高森町国民健康保険特別会計補正予算について、

議案第４８号、令和６年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算について、議案

第４９号、令和６年度高森町介護保険特別会計補正予算について、議案第５０号、

令和６年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について、議案第５１号、令和６

年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算については、各委員長の報告のとお

り可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第２ 決議案第１号 議案第４６号令和６年度高森町一般会計補正予算に対する

附帯決議について 



9 

○議長（牛嶋津世志君）日程第２、決議案第１号、議案第４６号令和６年度高森町一般

会計補正予算に対する附帯決議についてを議題といたします。 

   本案について提案理由の説明を求めます。産業厚生常任委員長、後藤三治君。 

○産業厚生常任委員長（後藤三治君）８番、後藤です。 

議案第４６号令和６年度高森町一般会計補正予算に対する附帯決議につきまして、

産業厚生常任委員会を代表いたしまして、内容説明を行います。 

議案第４６号令和６年度高森町一般会計補正予算の採決にあたり、５款農林水産

業費、１項農業費、９目農業活性化施設費、１７節の備品購入費、４トントラック

車購入事業については、令和６年度当初予算において、財源上限の２分の１の単県

補助事業を活用し、車両を購入する予定であったが、補助事業の不採択により、財

源の確保が困難となったため、備品購入費１,４８５万円全額を減額補正する旨、

農林政策課より説明がありました。 

しかしながら、下記の課題が見込まれることから、以下の点について解消を求め

ます。 

１つ、阿蘇高森オーガニックアグリセンターの運営上、車両が確保できない状況

は町民からの受託作業等の依頼に支障を及ぼしかねないこと。 

２つ、阿蘇高森オーガニックアグリセンターの持続可能な運営のため、４トンユ

ニック車は恒常的に必要であり、財源及び予算を再検討した上で、早急に必要車両

を確保すること。 

上記、決議するものであります。 

議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げ、説明といたします。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）討論なしと認めます。 

お諮りします。これから決議案第１号、議案第４６号令和６年度高森町一般会計

補正予算に対する附帯決議についてを採決いたします。採決は起立によって行いま

す。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（牛嶋津世志君）全員起立です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 
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日程第３ 特別委員長報告について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第３、特別委員長報告についてを議題とします。 

議会広報特別委員長、後藤巌君。 

○議会広報特別委員長（後藤 巌君）おはようございます。６番、後藤です。 

議会広報特別委員会の報告をいたします。 

委員会を９月１８日、第３・第４委員会室にて開催しました。 

議題として、議会広報「絆」第９４号の作成スケジュール、掲載内容、ページ割、

担当割の協議。また、９月２５日・２６日に実施される令和６年度町村議会広報研

修会の参加スケジュールを協議しました。全国広報コンクール上位の内容や、有識

者３名の講演を聴き、今後、この紙面により生かせるよう研修を受けてまいります。 

議会広報「絆」第９４号掲載の一般質問、各委員長報告などは、原稿締切を１０

月１日としておりますので、議員の皆さまには提出のほうをよろしくお願いしたい

と思います。 

なお、６月定例会で報告したとおり、今号より町民の皆さまからのＱ＆Ａ、そし

て表紙写真の公募を行ってまいります。町民の皆さま、御協力のほど、よろしくお

願いします。 

議会広報「絆」第９４号は、１１月５日発送予定としております。 

以上、議会広報特別委員会の報告とさせていただきます。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）水資源対策特別委員長、本田生一君。 

○水資源対策特別委員長（本田生一君）おはようございます。９番、本田です。 

水資源対策特別委員会の報告を申し上げます。 

９月１８日水曜日午前１０時より、場所は第３・４委員会室におきまして、委員

全員出席のもと、担当課の建設課より、課長、審議員、係長の出席を求め、委員会

を開催をいたしております。 

担当課のほうから、簡易水道企業会計移行に向けた現状報告を受けております。

企業会計移行に向けては９月末までで企業会計システムが総合行政システムの中に

導入され、例規整備についても原案が完成する予定で、今後、予定開始貸借対照表

の作成、それから企業会計移行後の予算の作成に入っていくとの報告を受けており

ます。 

また、水資源対策特別委員会の中で、今後どのようなことについて協議をしてい

くかについて、この場をお借りいたしまして御説明をさせていただきたいと思いま

す。そして、説明をさせていただいた後に、御提案させていただきたい事項がござ

いますので、よろしくお願いをいたします。 
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水資源対策特別委員会は、令和元年１２月議会定例会において設置をし、その目

的を水道を取り巻く環境が変化してきている中、今後も信頼性の高い水道を安定し

て次世代へ継承するため、今後の水道事業の方向性を総合的に協議をしていくため

としております。 

設置当時は、飲料水の安定供給に関する課題、水道事業の安定経営に関する課題、

水道料金の補償に関する検討があり、飲料水の安定供給に関する課題を優先して対

応してまいりました。議会が改選をされ、令和５年度６月に特別委員会が再設置さ

れた後は、改選前の活動の再確認をし、今後の水道を取り巻く環境が変化してきて

いる中で、水道料金の設定や水道料金の補償をみなす時期に来ているということを

共通認識をしております。 

今後の協議については、現在、全国的にも課題になっている水道料金の設定見直

しに向けての協議が優先的になってまいりますが、まずは経営状況を明らかにし、

今後の適正な料金を試算するために、現在、企業会計移行準備中でございますので、

企業会計移行に向けて担当課から説明を受けながら、協議を行ってまいりたいと思

います。また、今後を見据えて、建設課に新たな係を設けて事務局とし、有識者も

交えて協議会をつくるべきであるといった御意見等が出ておりました。 

企業会計移行後は、事務作業も多く、将来的な数字の試算をしなければならない

し、その一方では施設の老朽化による布設替えの問題、過年度分の滞納整理の問題

への対応もある中で、今の建設課の人員だけで対応できるのかという御意見等が出

ておりました。 

そこで、御提案でございますが、今後に備えまして、町当局におかれまして、建

設課内に特別な係を新たに設けていただいて、水道料金設定や水道料金の補償を見

直すためだけの検討チームを設置していただくほうが良いのではないかと思います

ので、御検討をよろしくお願いを申し上げます。 

以上で、水資源対策特別委員会の報告を終わります。 

○議長（牛嶋津世志君）以上で、特別委員長の報告を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第４ 議員派遣の件について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第４、議員派遣の件についてを議題といたします。 

お諮りします。この採決は簡易表決といたします。議員派遣については、お手元

の資料のとおり派遣することにしたいと思います。併せて、詳細並びに一部変更が

あった場合については、議長に一任することを決定したいと思います。御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、

お手元の資料のとおり派遣することに決定いたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第５ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第５、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題と

いたします。この採決は簡易表決といたします。各常任委員長並びに議会運営委員

長から、所管事務のうち会議規則第７５条の規定により、お手元の調査事項のとお

り、閉会中の継続調査とする申出があっておりますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。したがって、各委員長の申出のとおり閉

会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（牛嶋津世志君）以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 

一言御挨拶をさせていただきます。 

毎日残暑が続く中、職員の皆さん、また議員の皆さんにおいては、体調管理等が

大変かと思われます。今週ぐらいから少しずつ、また平常に戻るかというふうな雰

囲気ではございますが、なかなか毎日猛暑日が続いておりますので、十分体調には

注意されていただきたいと。 

また、農業関係におかれましては、日照不足ならぬ、日照があり過ぎて、作物の

不作が続いているというふうに伺っております。なかなか自然相手には我々人間は

大して何の対抗もできないというのが、まざまざと見せつけられていることかと思

います。 

米不足が最近騒がれておりますが、私たちが見る限り、阿蘇のほうの米は今年は

豊作じゃないかというぐらい、何かきれいに稲穂が実っているような感じを受けま

す。また、先ほどふるさと納税の返礼品で米等が上がっておりましたが、高森町は

米を主体にふる納の返礼品をメインに行っておりましたが、今後もなるべく量と品

不足等に影響されずに続けていただくように要望しておきたいと思います。 

以上をもちまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。 

会議を閉じます。 

令和６年第３回高森町議会定例会を閉会いたします。 

お疲れでした。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

閉会 午前１０時４２分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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